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吉
岡
町
振
興
公
社

取
締
役
候
補
者
を
募
集

運
転
に
不
安
を
感
じ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

運
転
免
許
証
の
自
主
返
納
を
支
援

　

高
齢
者
の
交
通
事
故
の
減
少
を

目
的
と
し
、運
転
に
不
安
を
も
つ

高
齢
者
の
運
転
免
許
証
の
自
主
返

納
を
支
援
す
る
た
め
の
事
業
を

行
っ
て
い
ま
す
。

▼
対
象

次
の
全
て
に
該
当
す
る
人

□
申
請
日
に
町
内
に
住
所
を
有
し

居
住
し
て
い
る
こ
と

□
運
転
免
許
証
自
主
返
納
時
に
満

65
歳
以
上
で
あ
る
こ
と

□
こ
れ
ま
で
に
当
事
業
に
よ
る
助

成
を
受
け
て
い
な
い
こ
と

□
運
転
免
許
証
を
返
納
し
て
１
年

以
内
で
あ
る
こ
と

※
免
許
証
が
失
効
し
た
場
合
は
対

象
に
な
り
ま
せ
ん

 

返
納
支
援
金

　

５
，０
０
０
円
を
交
付
し
ま
す
。

 

運
転
経
歴
証
明
書
交
付
手
数
料

 

の
全
額
支
援

　

運
転
経
歴
証
明
書
の
交
付
手
数

料
相
当
額
を
交
付
し
ま
す
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

 

返
納
支
援
金

□
申
請
に
よ
る
運
転
免
許
の
取
消

通
知
書

□
通
帳
な
ど（
振
込
先
が
わ
か
る

も
の
）

 

運
転
経
歴
証
明
書
交
付
手
数
料

 

の
全
額
支
援

□
申
請
に
よ
る
運
転
免
許
の
取
消

通
知
書

□
運
転
経
歴
証
明
書
の
写
し

□
通
帳
な
ど（
振
込
先
が
わ
か
る

も
の
）

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課 

協
働
安
全
室

☎
26
・
２
２
４
３（
直
通
）

▼
募
集　

株
式
会
社
吉
岡
町
振

興
公
社
取
締
役
候
補
者
１
名（
リ

バ
ー
ト
ピ
ア
吉
岡
社
長
、道
の
駅

よ
し
お
か
温
泉
駅
長
）

▼
仕
事
内
容　

温
泉
施
設
、緑
地

運
動
公
園
、道
の
駅
の
管
理
運
営

▼
営
業
時
間

●
温
泉
施
設　

午
前
10
時
〜
午
後

９
時

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

大
防
止
の
た
め
、現
在
は
午
前
10

時
〜
午
後
８
時

●
緑
地
運
動
公
園　

午
前
８
時
30

分
〜
午
後
５
時

●
道
の
駅　

24
時
間

▼
必
要
な
資
格
な
ど

高
卒
以
上
、普
通
自
動
車
運
転
免

許
、経
営
ノ
ウ
ハ
ウ
お
よ
び
経
営

ス
キ
ル
を
持
っ
て
い
る
こ
と

※
要
保
証
人（
保
証
人
の
要
件
は
、

現
在
町
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
）

▼
採
用
予
定
日　

令
和
５
年
５
月

（
株
主
総
会
の
議
決
後
に
採
用
決

定
と
な
り
ま
す
。）

▼
報
酬　

月
30
万
円

▼
賞
与　

公
社
の
規
定
に
よ
る

▼
待
遇　

各
種
社
会
保
険
加
入

▼
申
し
込
み
方
法

　

令
和
５
年
１
月
27
日
㊎
ま
で

に
、町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
の

履
歴
書（
写
真
添
付
）お
よ
び
小
論

文
を
産
業
振
興
室
に
本
人
が
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。な
お
、提
出
さ
れ

た
履
歴
書
お
よ
び
小
論
文
に
つ
い

て
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

※
受
付
時
間
は
㊊
〜
㊎（
㊗
を
除

く
）、午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

15
分

▼
一
次
試
験

　

履
歴
書
お
よ
び
小
論
文
に
よ
る

書
類
審
査
で
合
否
を
決
定
し
、令

和
５
年
２
月
初
旬
に
通
知
し
ま

す
。

▼
二
次
試
験

　

令
和
５
年
２
月
初
〜
中
旬
に
面

接
な
ど
に
よ
る
試
験
を
行
い
ま

す
。詳
細
は
、一
次
試
験
合
格
者
に

通
知
し
ま
す
。

▼
募
集
主
お
よ
び
勤
務
先

株
式
会
社
吉
岡
町
振
興
公
社（
リ

バ
ー
ト
ピ
ア
吉
岡
内
）

▼
問
い
合
わ
せ
先

産
業
観
光
課 

産
業
振
興
室

☎
26
・
２
２
８
０（
直
通
）

まちの木

まちの花
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戦
没
者
の
ご
遺
族
へ

第
11
回
特
別
弔
慰
金

▼
支
給
内
容

額
面
25
万
円（
５
年
償
還
の
記
名

国
債
）

▼
支
給
対
象
者

戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
の
遺
族

で
、令
和
２
年
４
月
１
日
現
在
、公

務
扶
助
料
や
遺
族
年
金
な
ど
を
受

け
取
る
人
が
い
な
い
場
合
に
、次

の
順
序
に
よ
る
先
順
位
の
遺
族
１

人①
令
和
２
年
４
月
１
日
ま
で
に
戦

傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に

よ
る
弔
慰
金
の
受
給
権
を
取
得
し

た
人

②
戦
没
者
な
ど
の
子

③
戦
没
者
の
死
亡
当
時
に
生
計
を

共
に
し
て
い
た
父
母
、孫
、祖
父

母
、兄
弟
姉
妹（
婚
姻
や
養
子
縁
組

に
よ
り
、令
和
２
年
４
月
１
日
現

在
で
氏
が
変
わ
っ
て
い
る
人
は
除

き
ま
す
。）

④
③
以
外
の
父
母
、孫
、祖
父
母
、

兄
弟
姉
妹

⑤
①
〜
④
以
外
の
三
親
等
内
の
親

族（
戦
没
者
死
亡
時
ま
で
引
き
続

き
１
年
以
上
生
計
を
共
に
し
て
い

た
人
に
限
り
ま
す
。）

▼
請
求
期
限

令
和
５
年
３
月
31
日
㊎

▼
注
意
事
項　

す
で
に
第
11
回
特

別
弔
慰
金
を
請
求
し
て
い
る
人
の

再
度
の
手
続
き
は
不
要
で
す
。ま

た
、請
求
し
て
か
ら
審
査
ま
で
時

間
が
か
か
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

介
護
福
祉
課 

福
祉
室

☎
26
・
２
２
４
６（
直
通
）

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら

太
陽
光
発
電
事
業
に
は
許
可
が
必
要
で
す

　

吉
岡
町
自
然
環
境
、景
観
等
と

太
陽
光
発
電
設
備
設
置
事
業
と
の

調
和
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
規
則

が
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行

さ
れ
ま
す
。施
行
後
に
開
始
さ
れ

る
太
陽
光
発
電
事
業
に
つ
い
て

は
、次
に
該
当
す
る
場
合
に
は
許

可
申
請
が
必
要
で
す
。

①
事
業
区
域
が
５
０
０
㎡
を
超
え

る
太
陽
光
発
電
事
業
を
行
う
場
合

（
全
域
）

②
保
全
地
区
内
で
太
陽
光
発
電

事
業
を
行
う
場
合（
事
業
区
域

５
０
０
㎡
以
下
の
事
業
を
含
む
）

　

条
例
、規
則
、手
引
き
な
ど
の
詳

細
に
つ
い
て
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

建
設
課 

都
市
建
設
室

☎
26
・
２
２
７
８（
直
通
）

まちの鳥

まちの木

　消防団は、消火活動のみならず、
自然災害時における活動など、地
域で非常に重要な役割を担ってい
ます。そのほかにも、防災訓練や火
災対応訓練への参加など、消防力・
防災力の向上に大きな役割を果た
しています。
　消防団員は全国的に減少傾向に
あり、吉岡町も例外ではありませ
ん。地域の安全・安心を守るため、
消防団への入団をご検討くださ
い。興味のある人はお気軽にお問
い合わせください。

▶対象
18歳以上の町内在住者または在勤者

▶問い合わせ先
総務課 協働安全室
☎26-２２４３（直通）

消防団員を
募集しています

▶対　　象
次の全てに該当する人またはその人の属する世帯の世帯員
●申請日時点において町内に住所を有している65歳以上の人
●特殊詐欺対策電話機などの購入から１年以内であること
●世帯員全員に町税などの滞納がないこと

▶補助金額
購入費の２分の１（100円未満切り捨て）で、上限5,000円

▶申請方法
購入した機器の領収書および保証書の写しを添付し、補助
金の交付申請を行ってください。

ナンバーディスプレイなど
特殊詐欺対策電話機などの購入費を補助

▶問い合わせ先
総務課 協働安全室
☎26-２２４３（直通）


